
「⿂屋さんを⾝近に ご家庭で豊かなおさかな⽣活が送れる世の中を⽬指す おさ
かなファンド」匿名組合契約に基づく権利の募集または私募の取扱に関する契約締
結前交付書⾯

2025年1⽉17⽇現在

この書⾯にはソニー銀⾏が取扱う投資型クラウドファンディングのお申込にあたってのリスクや
留意点を記載しています。
お申込の対象となる⾦融商品は、商法第535条に規定される匿名組合契約に基づく権利です。匿
名組合契約では、当事者の⼀⽅（匿名組合員）が相⼿⽅（営業者）の営業のために出資をして、
営業者がその営業から得られる利益または損失を匿名組合員に分配します。本匿名組合契約が成
⽴した場合、営業者は出資⾦を⽣鮮⾷料品、総菜、調味料の製造加⼯販売、⾷品の卸売、その他
すべての事業（出資対象事業）に投資します。匿名組合員は、出資対象事業の売上⾦額に基づい
て計算される分配⾦を受取る権利を保有します。
投資家は、出資⾦の使途や出資対象事業の概要について、当社のウェブサイトに掲載する営業者
からの情報によって知ることができます。
本匿名組合契約に基づく権利は、出資⾦を上回る分配を保証するものではなく、出資対象事業の
成果によっては元本割れのリスクがある⾦融商品です。また、本匿名組合契約は、契約期間終了
まで解約はできません。
投資型クラウドファンディングでは⾦銭的利益の追求のみならず、出資する会社やその⾏う事業
に対する共感または⽀援を⽬指します。本匿名組合契約に基づく権利のお申込にあたっては、あ
らかじめ本書⾯の記載事項を⼗分にお読みになり、取引のしくみやリスクをご理解のうえ、ご⾃
⾝の資⼒、投資⽬的、投資経験などに照らして適切と判断する場合にのみ、⾃⼰の責任において
お申込みください。

⾦融商品取引法上の開⽰義務
本匿名組合契約に基づく権利は、⾦融商品取引法上のみなし有価証券です。本みなし有価証
券については、⾦融商品取引法上の開⽰は義務付けられていません。

本匿名組合契約のリスク
本匿名組合契約は、営業者の業績の悪化や破綻などにより分配⾦の⽀払が遅延し、または分
配⾦が⽀払われないこととなるなど⼤きく価値を毀損するリスクがあります。このほか、出
資対象事業については製造・販売リスク、法令・訴訟リスク、経営リスク、資⾦調達リス
ク、⾷品衛⽣リスクなどが発⽣する可能性がありますので、詳細はこの書⾯をお読みくださ
い。

地位の譲渡
匿名組合員は、本匿名組合契約上の地位または権利義務を第三者に譲渡できないため、本匿
名組合契約に基づく権利に換⾦性はありません。また、仮に相対で譲渡したとしても、その
権利の移転は営業者に認められません。

申込の撤回
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申込者は、本匿名組合契約のお申込を⾏った⽇を含めて8⽇以内であれば、当社のウェブサ
イトからお申込を撤回できます。この場合、当社は、出資申込⾦を申込者の普通預⾦⼝座に
すみやかに返⾦します。返⾦にあたっての⼿数料は発⽣しません。

外部監査
本匿名組合の営業者の財務諸表は、公認会計⼠などによる外部監査を受けていません。

分配
本匿名組合契約に基づく分配は、出資対象事業の売上⾦額に基づいて⾏われ、その他の⾦銭
の払戻は予定されていません。匿名組合員においては、分配⾦の累計額が出資⾦額に相当す
るまでは出資⾦の払戻に相当し、出資⾦額を超過した部分は利益となります。

⼿数料など
申込者が出資にあたって直接負担する⼿数料などはありません。
ただし、本匿名組合契約が成⽴した場合、調達資⾦から募集または私募の取扱⼿数料（調達
額の4.00％）が当社に⽀払われます。このほか、ファンドの運営管理料（売上⾦額の
0.20％）が営業者から当社に⽀払われます。

⾦融商品取引法第37条の6の適⽤
本匿名組合契約に基づく権利の取扱について⾦融商品取引法第37条の6の規定（クーリン
グ・オフ）の適⽤はありません。

発⾏者に関する事項

本匿名組合契約の営業者が発⾏者です。

商号︓株式会社上町池澤
住所︓⾼知県⾼知市上町４丁⽬３番１１号
代表者︓池澤 秀郎

募集または私募の取扱に関する事項

募集期間︓2025年1⽉20⽇（⽉）〜2025年2⽉21⽇（⾦）
契約締結⽇︓2025年3⽉1⽇（⼟）
⽬標募集額︓300万円

出資の申込に関する事項
当社のウェブサイトからお申込いただきます。なお、当社は、本匿名組合契約に基づく権利の募集または私募の取扱
を⾦融商品取引法に定める電⼦申込型電⼦募集取扱業務の⽅法により取扱いますので、当社のウェブサイト以外から
のお申込はできません。

出資⾦の払込に関する事項
募集期間内に出資申込⾦の総額が300万円に達したときはお申込の受付を停⽌します。
⼀⽅、募集期間内に出資申込⾦の総額が200万円に達しなかったときは、本匿名組合契約は成⽴しません。なお、募
集期間中にいったん200万円に達し、その後にお申込の撤回があっても、募集期間満了⽇において出資申込⾦の総額
が200万円以上を維持しているときは、本匿名組合契約は成⽴し、お預かりした出資申込⾦は当社が契約締結⽇に営
業者に出資⾦として送⾦します。
匿名組合契約が成⽴しなかった場合、お預かりした出資申込⾦をすみやかにお客さまの円普通預⾦⼝座に返却しま
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す。
出資申込⾦は、営業者に送⾦する⽇までもしくはお客さまに返却する⽇まで普通預⾦⼝座の他の残⾼と区分して当社
でお預かりします。なお、その期間中も普通預⾦利息の対象となります。

匿名組合契約に関する事項

名称︓⿂屋さんを⾝近に ご家庭で豊かなおさかな⽣活が送れる世の中を⽬指す おさかなファンド
形態︓匿名組合契約
契約期間︓契約締結⽇から最終決算⽇にかかる分配⾦⽀払⽇まで
解約の可否︓本匿名組合契約は、契約期間終了まで解約できません。

匿名組合員の権利および責任の範囲
匿名組合員は、出資対象事業の売上⾦額から計算される分配⾦を受取る権利を有します。
本匿名組合事業に関して営業者が取得した権利および組合財産は営業者に帰属し、匿名組合員には帰属しません。ま
た、本匿名組合契約において明記される場合を除き、営業者は、匿名組合員に対して出資⾦を返還する義務を負いま
せん。
匿名組合員は、匿名組合事業の取引先に対して、⼀切の責任を負いません。
匿名組合員の損失の分担額は、出資⾦を限度とします。匿名組合員は、営業者に対して、名⽬の如何を問わず追加の
⾦員を交付する義務を⼀切負いません。ただし、匿名組合員による本匿名組合契約の違反により⽀払うべき損害賠償
については、この限りではありません。
匿名組合員は、商法第539条第1項に定める貸借対照表の閲覧等請求権および財産等に関する検査権を⾏使しないも
のとします。

出資対象事業に関する事項

事業計画の内容
株式会社上町池澤は、⾼知県⾼知市にて150年以上続く⽼舗鮮⿂店として今も地元の⼈たちの⾷⽣活を⽀えている上
町池澤本店を運営している会社です。特に同社が開発したオリジナル商品の「⼟佐の⾚かつお」は発売以来、累計
200万個以上の販売をしており、2011年にはテレビ番組でグランプリを獲得したり、同年「第26回⾼知県地場産業
⼤賞 地場産業賞」を受賞したりと、県内外で⾼い評価を受けています。
また、今後は同じ社員数で売上を1.5倍にアップさせることを当⾯の⽬標としており、経営効率のよいビジネスのた
めに、県外の展⽰会などに積極的に参加して外商活動を展開しています。
同社では⼩学校や保育園の⼦どもたちへの⿂の⾷育イベントも開催しており、⼦どもたちに⿂を好きになってもらう
活動も⾏っています。

決算スケジュール
決算期間 決算⽇

2025年3⽉1⽇〜2025年5⽉31⽇ 2025年5⽉31⽇

売上⽬標
75,000,000円
会計期間全体（3ヶ⽉）における合計です。

資⾦使途
事業運営資⾦

事業の内容および事業の運営⽅針
創業から150年を超えた今も活気あふれる商売を続ける⾼知県⾼知市の株式会社上町池澤。同社では地域に根差した
昔ながらの店頭販売だけでなく、通信販売にて全国に200軒以上の卸先や個⼈の顧客を持っています。また、看板商
品である「⼟佐の⾚かつお」は⾼知県内のスーパーマーケットだけでなく、駅や空港などでもお⼟産品として⼈気を
博しています。
同社では「『将来の夢は⿂屋さん』と⼦どもたちにいわれるような、かっこいい⿂屋であり続ける。」という経営理
念のもと、豊かな⾷⽣活を次世代へと繋いでいく活動も積極的に実施しています。

事業の運営体制

3



営業者（発⾏者）である株式会社上町池澤が本匿名組合契約に基づいて出資対象事業を運営します。出資対象事業に
関する意思決定は、営業者の業務運営体制に基づいて⾏われます。

事業にかかる⼿数料などの徴収⽅法および租税に関する事項
出資対象事業に関し匿名組合員が負担する⼿数料などはありません。また、出資対象事業から⽣じる収益については
営業者に法⼈税が課されます。

事業の経理に関する事項
出資対象事業にかかる匿名組合契約は今回あらたに募集されますので、次の事項については該当ありません。
貸借対照表、損益計算書、出資対象事業持分の総額、発⾏済みの本匿名組合契約にかかる出資持分の総数、配当など
の総額、総資産額、純資産額、営業損益額、経常損益額、純損益額、持分⼀単位あたりの総資産額、純損益額、配当
などの⾦額、⾃⼰資本⽐率および⾃⼰資本利益率

事業にかかるリスク
出資対象事業には、次のリスクがあります。

製造・販売リスク

設備の故障などが発⽣した場合、商品の製造が停⽌するリスクがあります。その結
果、営業者の業績および今後の事業展開に影響を及ぼす可能性があります。
営業者の事業は今後の外部環境や競合環境の変化によっては、業績および今後の事業
展開に影響を及ぼす可能性があります。
販売商品の⼀部は協⼒会社で⽣産されております。協⼒会社が万⼀操業出来なくなっ
た場合は、営業者の業績および今後の事業展開に影響を及ぼす可能性があります。
営業者の製造拠点は⾼知県⾼知市のみであるため、同所で⾃然災害などが発⽣した場
合には多⼤な損害を被る可能性があり、業績および今後の事業展開に影響を及ぼす可
能性があります。
営業者は誠実な顧客対応に努めていますが、万⼀⼝コミやSNSによりネガティブな情
報が拡散された場合など、⾵評被害により営業者の業績および今後の事業展開に影響
を及ぼす可能性があります。
原材料は卸売市場等にて調達しますが、外部環境の変化によって原材料の調達コスト
が上昇するリスクがあります。その結果、営業者の業績および今後の事業展開に影響
を及ぼす可能性があります。

法令・訴訟リスク

営業者は⾷品製造業の営業許可を取得して事業を⾏っていますが、なんらかの理由に
より、認可取り消しなどの事態が発⽣した場合、今後の事業展開に影響を及ぼす可能
性があります。
営業者は商号や、販売する⾷品加⼯品などの商品名について商標登録をしていませ
ん。そのため、万⼀他社から類似の商号や商品名で類似商品が発売された場合でも差
し⽌め請求をすることができず、今後の事業の展開に影響を及ぼす可能性がありま
す。
営業者はオンラインショップを運営しているため個⼈情報を保有しております。個⼈
情報漏洩による企業経営・信⽤への影響を⼗分に認識し、社員への周知徹底など、個
⼈情報の管理体制の整備を⾏っていますが、万⼀個⼈情報が漏洩した場合は、損害賠
償費⽤の発⽣、社会的信⽤の失墜などにより、業績および今後の事業展開に影響を及
ぼす可能性があります。

経営リスク

営業者は代表取締役の池澤秀郎⽒への依存が強いため、不測の事態（病気、事故、犯
罪に巻き込まれるなど）が⽣じた場合、業績および今後の事業展開に影響を及ぼす可
能性があります。
営業者は債務超過状態が継続しており現時点では解消の⽬途がたっていません。⾦融
機関との取引状況の変化などなんらかの理由で資⾦調達が困難となった場合、今後の
事業継続展開に影響を及ぼす可能性があります。

資⾦調達リスク
営業者は従業員18名で事業を営んでおり、従業員に不測の事態（病気、事故、犯罪に
巻き込まれるなど）が⽣じた場合、業績および今後の事業展開に影響を及ぼす可能性
があります。
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⾷品衛⽣リスク
商品の品質および安全性は経営の最重要課題のひとつですが、製造過程や調達過程で
の予期せぬ異物混⼊や、健康被害を与える可能性のある⽋陥商品の製造などが⽣じた
場合、業績および今後の事業展開に影響を及ぼす可能性があります。

分配に関する事項

組合事業概況報告書の提供
分配に先⽴ち、出資対象事業の決算期間の終了ごとに次の事項を記載した組合事業概況報告書を当社の顧客専⽤画⾯
または電⼦メールによる送付その他の⽅法により提供します。
（1）対象となる決算期間
（2）決算⽇時点における出資対象事業の動向（対象となる決算期間以前の動向を含む）
（3）対象となる決算期間中の出資対象事業の経過および出資⾦の使途並びに売上の状況
（4）対象となる決算期間における分配⾦の有無、分配⾦の額、ひと⼝あたりの分配⾦の額
（5）決算⽇時点におけるファンド（営業者の貸借対照表および損益計算書とは別に当該ファンドの貸借対照表およ

び損益計算書を作成することが困難なものを除く）の貸借対照表および損益計算書またはこれらの財務情報
（貸借対照表および損益計算書に記載された情報のうち主な経営または財務指標となるもの）を記載した書⾯

（6）営業者の直近の決算期における貸借対照表および損益計算書またはこれらの財務情報を記載した書⾯
（7）営業者が作成する第5号または第6号（第5号の適⽤を受けない場合に限る）に規定する貸借対照表および損益

計算書が公認会計⼠または監査法⼈の監査を受けた場合は、当該監査にかかる監査報告書の写し
（8）決算⽇時点の分別管理の状況（⾦商法第40条の3の対象となるものに限る）
（9）対象となる決算期間中に出資対象事業に重⼤な影響を⽣じる事由が発⽣した場合は、その旨およびその要因

（10）出資対象事業に関する売上に関する帳簿および⼊⾦に関する確認（公認会計⼠、公認会計⼠試験に合格した者
または税理⼠により⾏われるものに限る）が⾏われる旨

分配の⽅針
本匿名組合契約に基づく分配は、出資対象事業の売上⾦額に基づいて⾏われます。各決算期間にかかる匿名組合員へ
の出資⾦ひと⼝あたりの分配⾦の額は、次の計算式により算定します。
各決算期間において算定された分配⾦は、原則として最終の決算⽇から起算して4ヶ⽉以内に合計して⽀払われま
す。

計算式
（1）当該決算期間までにかかる売上⾦累計額（以下、「総売上⾦累計額」という）が出資⾦回収売上⾦額以下の場

合
当該決算期間にかかる売上⾦額 × 5.000％ ÷ 300⼝

（2）当該決算期間において総売上⾦累計額が出資⾦回収売上⾦額を初めて上回る場合
（出資⾦回収売上⾦額－前決算期間までにかかる売上⾦累計額） × 5.000％ ÷ 300⼝＋（総売上⾦累計額－出
資⾦回収売上⾦額） × 0.750％ ÷ 300⼝

（3）事業計画に定める売上⾼が総売上⾦累計額の上限となります。
※出資⾦ひと⼝あたりの分配⾦の額に円未満の端数が⽣じた場合は、端数を切捨てて算定します。また、計算式上の

売上⾦額はすべて税込⾦額とします。
※各匿名組合員への分配⾦の額は、前項の出資⾦ひと⼝あたりの分配⾦の額に、申込⼝数を掛合わせて算定します。
※本匿名組合契約において特に明記する場合を除き、匿名組合員が分配⾦以外に⾦銭その他の財産の⽀払または分配

を受けることはありません。したがって、本匿名組合契約が契約期間満了その他の事由により終了した場合におい
ても、匿名組合員は、本条の分配⾦とは別に出資⾦の返還を営業者に請求することはできません。

決算⽇、決算期間
本匿名組合事業にかかる決算および匿名組合員に対する分配⾦の額の計算を⾏う基準⽇を決算⽇といい、直前の決算
⽇の翌⽇から翌決算⽇までの1年間を各決算期間とします。ただし、最初の決算期間は契約締結⽇（会計期間の始期
⽇）を起算⽇として、その後、初めて到来する決算⽇までの期間をいい、最後の決算期間の末⽇は、最終の決算⽇と
なります。

分配⾦の⽀払⽅法
営業者は、計算された分配⾦を匿名組合契約にしたがって分別管理⼝座に⼊⾦します。匿名組合員への分配⾦の⽀払
は、当社が分別管理⼝座から各匿名組合員の当社円普通預⾦⼝座に振替えることによって⾏います。

分配⾦に対する課税⽅法および税率
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匿名組合員に対する分配⾦の累計額が出資⾦額を超過した場合、当該超過額に対して20.42％の源泉税徴収が営業者
において⾏われます。匿名組合員に対する分配⾦の累計額が出資⾦を超えない場合は、源泉徴収は⾏われません。

分別管理に関する事項

分別管理の⽅法
営業者は、本匿名組合事業にかかる財産を営業者の固有財産その他営業者の⾏う本匿名組合事業以外の事業にかかる
財産と分別して管理し、経理を⾏います。出資⾦は、営業者が当社に開設する分別管理⼝座において、営業者の固有
財産その他営業者の⾏う本匿名組合事業以外の事業にかかる財産と分別して管理します。出資⾦の送⾦、保管は、営
業者の指⽰によりソニー銀⾏が⾏います。
なお、本匿名組合契約が成⽴するまで管理すべき財産はなく、外部監査は実施されていません。

分別管理⼝座
分別管理⼝座は、次の通りです。
銀⾏名︓ソニー銀⾏株式会社
⽀店名︓本店営業部
住所︓東京都千代⽥区内幸町⼆丁⽬1番6号
⼝座種別︓普通預⾦⼝座
⼝座番号︓0507962
⼝座名義︓株式会社上町池澤 ⼀号ファンド

審査の概要および審査の実施結果の概要

当社は、営業者の実在性および資⾦調達者としての適格性、営業者の⾏う事業の実在性、適法性、社会性などのほ
か、⽬標募集額および資⾦使途が事業計画に沿って策定されていることについて、⼀般社団法⼈ 第⼆種⾦融商品取
引業協会の定める⾃主規制規則に沿って、合理的な審査を実施しています。
また、営業者による出資⾦の分別管理体制、出資対象事業に関する情報提供を⾏う体制の整備などについても、⼀般
社団法⼈ 第⼆種⾦融商品取引業協会の定める⾃主規制規則に沿って、合理的な審査を実施しています。

なお、当社が審査に基づいて取扱を決定したことは営業者の事業計画を保証するものではなく、したがって匿名組合
員への分配を保証するものでもありません。また、営業者が破産などしないことを保証するものでもありません。
当社と営業者との間に利害関係はありません。

当社の概要

商号等︓ソニー銀⾏株式会社 登録⾦融機関 関東財務局⻑（登⾦）第578号
本店所在地︓〒100-0011 東京都千代⽥区内幸町⼆丁⽬1番6号
代表者︓代表取締役社⻑ 南 啓⼆
資本⾦︓385億円
設⽴年⽉︓2001年4⽉2⽇
主な事業︓銀⾏業務および⾦融商品取引業務

⾦融商品取引業務として、当社はインターネット上で投資信託および外国為替証拠⾦取引（FX）を取扱う
ほか、⾦融商品仲介業務を⾏っています。

加⼊する協会
⽇本証券業協会、⼀般社団法⼈ ⾦融先物取引業協会、⼀般社団法⼈ 第⼆種⾦融商品取引業協会、⼀般社団法⼈ ⽇本
STO協会

当社が対象事業者となっている認定投資者保護団体
当社が対象事業者となっている認定投資者保護団体はありません。

苦情処理措置および紛争解決措置の内容
⼀般社団法⼈全国銀⾏協会または⼀般社団法⼈第⼆種⾦融商品取引業協会から苦情の解決および紛争の解決のあっせ
んなどの委託を受けた特定⾮営利活動法⼈証券・⾦融商品あっせん相談センターを利⽤します。
⼀般社団法⼈全国銀⾏協会連絡先 全国銀⾏協会相談室
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電話番号 0570-017109または03-5252-3772
証券・⾦融商品あっせん相談センター連絡先
電話番号 0120-64-5005

本匿名組合契約に関する情報の開⽰とお問い合わせ

本匿名組合契約にかかる情報の開⽰や連絡は、営業者から⼊⼿した情報を当社のウェブサイトまたは専⽤ページに掲
載する⽅法、当社から各匿名組合員への電⼦メールにより通知する⽅法で⾏われます。
本匿名組合契約についてのお問い合わせは、ソニー銀⾏ カスタマーセンターまでお願いします。なお、⼀般社団法
⼈第⼆種⾦融商品取引業協会の定める規則により、募集中の匿名組合契約についてはお答えできない場合または電⼦
メールでお答えする場合があります。あらかじめご了承ください。

本件に関するお問い合わせ先

カスタマーセンター

お電話の場合
個別のファンドに関するお問い合わせはお電話で承ることができません。専⽤フォームをご利⽤ください。

0120-365-723（フリーダイヤル）
03-6730-2700（通話料有料）

※番号をお間違えにならないようにくれぐれもご注意ください。
※IP電話をご利⽤の場合、ご⼊⼒内容が確認できないことがあります。
※営業時間などの詳細はウェブサイトにてご確認ください。

専⽤フォームの場合
ログイン前「お問い合わせ」よりご質問内容を送信してください。お急ぎの場合はお電話にてお問い合わせくださ
い。

以上
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